
１ 職員の任免及び職員数に関する状況

（１）職員の採用状況（平成１９年４月１日～平成２０年４月１日）

（国、府との人事交流等職員は除く。）

（２）職員の退職の状況（平成１９年４月１日～平成２０年３月３１日）

（国、府との人事交流等職員は除く。）

（３）再任用（短時間勤務）職員の状況（平成１９年４月１日～平成２０年３月３１日）

京田辺市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例（平成１７年京田辺市条例第３８号）
に基づき、下記により報告します。
なお、報告する内容については、総務省指定の給与実態調査、定員管理調査、勤務条件等に
関する調査、地方公務員制度実態調査等に基づいたものです。

京田辺市人事行政の運営等の状況を次のとおり公表する。

京田辺市長 石井 明三

京田辺市人事行政の運営等の状況の公表

平成２１年３月１日

２人

計 １０人 １５人

退 職 事 由

定 年 退 職 １７人

９人勧 奨 退 職

19.4.1現在職員数

一般行政職

20. 4. 1

８人

19. 4. 1～20. 3.31

６人

６人

３人

６人

５人

消防職

20.3.31現在職員数

３４人

記

普 通 退 職

計

その他退職等

７人

年度内異動数

１人

医療技術職 ０人 ０人

人 数

保育士・幼稚園教諭職

１人 ２人

1



（４）部門別職員数の状況と主な増減理由 （各年４月１日現在 単位：人）

２ 職員の給与の状況

（１）人件費の概要（平成１９年度普通会計決算） （単位：千円）

（注）普通会計は、上水道の企業会計並びに国民健康保険、下水道事業、老人保健、松

井財産区、農業集落排水事業、介護保険及び産業立地の各特別会計を除きます。

（２）職員給与費（平成２０年度一般会計当初予算） （単位：千円）

（注）一般会計は、普通会計のうち休日応急診療所特別会計を除きます。

（３）平均給料月額・平均年齢（平成２０年４月１日現在）

円 歳

円 歳

区 分

土木

43.02

106

16

330

103

50

345

49

一

般

行

政

労働

特
別
行
政 小 計

商工

小 計

議会

民生

教育

農林水産

102

205

普通会計 計 535

103消防

554

1

△ 3

△ 1

△ 5

退職者欠員不補充

機構改革による縮小

平成１９年

職員数

衛生

2

58

△ 1

△ 19

15

27.01%

6,737

人件費率（Ｂ／Ａ）人件費（Ｂ）

給 与 費

期末・勤勉手当 計（Ｂ）

19,683,497 5,147,919

給料 職員手当

26.15%

一人当たり給与費

小 計

介護保険 介護保険充実

3,846,835

（Ｂ／Ａ）

968,351

資産税係充実
福祉事務所縮小、退職者欠員不補充等

下水道

国保 7

3030

14

技能労務職

571

341,700

321,200

２０年度

一般行政職

区 分 平均給料月額

671,402

43.03

平均年齢

退職者欠員不補充
1

△ 1

都市計画部門業務増

合計 612

△ 19

0

調理員等退職者欠員不補充

人事異動による欠員不補充△ 1

△ 4

0

職員数

（Ａ）

209

6

7

7

0

1

0

91

6

7782

平成２０年

24 25

74

1

△ 7

0

67

1

主な増減理由対前年増減

総務企画

税務

5

区分

2,207,082

１９年度

2

15

歳出額（Ａ）

58

593

公
営
企
業
等

水道

(18年度人件費率)

88

△ 15

業務の縮小

退職者欠員不補充

△ 3
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（４）職員の初任給の状況（平成２０年４月１日現在）

円 円 円 円

円 円 円 円

（５）職員の経験年数別・学歴別平均給料月額の状況（平成２０年４月１日現在）

円 円 円

円 円 円

（注）経験年数とは、卒業後直ちに採用され、引き続いて勤務していた場合の年数です。

（６）一般行政職員の級別人員（平成２０年４月１日現在）

人 人 人 人 人 人 人 人

％ ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％

（注）一般行政職には、消防、税務、保育所、幼稚園、技能労務職等を含みません。

（７）国との給料月額の水準比較（ラスパイレス指数）の状況

（注）ラスパイレス指数とは、地方公共団体の職員構成が、国と同じであると仮定した

場合に、国の給料額を１００として求められる数値です。

（８）職員手当の状況（平成２０年４月１日現在）

配偶者月額 13,000円

その他月額 6,500円

（職員に配偶者がない場合月額 11,000円（1人目

のみ）

満16歳の年度当初～満22歳の年度末までの子

各月額 5,000円加算

計 3.0 1.50 620,800円

0.75 1,128,600円

１２月期 1.6 0.75 593人 勤勉手当

323人 21,200円

期末手当
勤勉手当
（一般職員）

（支給割合） 期末手当 勤勉手当 601人 期末手当

６月期 1.4

平均支給額

地域手当 給料及び扶養手当の月額の合計の6％ 591人 20,400円

対象職員数
区 分 支給の内容

職員数 85

7.6 32.4

9220

構成比

標準的な職

2

0.8

平成１７年度

主事
技師

係長
主査
主任

課長補佐
係長

187,600

296,000

高校卒

主事補
技師補

平成１９年度

課長

97.4

館長
所長

341,900

172,200 180,600

140,100 145,900

初任給 採用２年後

２０年以上～２５年未満

369,900

国

149,800

区分 ２級

一般行政職
大学卒

高校卒

１級 ６級 ７級 計

１５年以上～２０年未満

５級

333,700

本 市

部長
副部長

３級 ４級

１０年以上～１５年未満

277,900

258,600

区 分

区 分 経験年数

採用２年後初任給

一般行政職
178,800大学卒

157,200

10 262

10035.1 3.8 11.1 9.1

29 24

一般行政職 99.5 97.6

年 度 平成１８年度 平成２０年度

99.1

支給実績

扶養手当
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副部長･参事

（９）特別職の給与・報酬等（平成２０年４月１日現在）

６月期
１２月期 計

６月期

１２月期 計

通勤手当 503人

（報酬＋役職加算額（報酬×15%））×
3.35月分

4.45
（給料＋地域手当＋役職加算額（（給料＋
地域手当）×15%））×4.45月分

3.351.750

特殊勤務
手当

区分

時間外勤務
手当

2.125
８７５，０００円

住居手当

部長

課長

指導主幹

6,100円

所長

36,000円

統括主幹

100人

職員に対し、月額 2,000円（世帯主にあっては
3,000円）を支給

6,400円

・交通機関利用者（運賃相当額）

運賃等の額に応じ、６か月を超えない範囲内
で、月の初日からその月以後の月の末日までの期
間として規則で定める期間の通勤に要する運賃等
に相当する額を支給

・自動車等使用者（燃料費相当額）

通勤距離（2～60㎞以上）に応じて、月額
2,300円～24,500円を支給

1.600

管理職手当

45,000円

40,000円

38,000円

32,000円

30,000円

23,000円

著しく危険、不快、不健康、困難な勤務その他
特殊な勤務に従事する職員に支給

70,700円

期末手当

17,800円主な手当

感染症防疫作業、じん芥収集等、市税事務
等、高圧配電線路保守作業

322人

正規の勤務時間を超えて勤務したときに支給す
る。

419人

議 長

591人

（注）職員数、平均支給額は、期末手当及び勤勉手当を除き、平成２０年４月支給実績
で、百円未満は、四捨五入により処理しております。

（注）期末手当及び勤勉手当に係る実績は、平成１９年度支給額です。また対象職員数
は、平成１９年１２月支給基準日における支給実職員数です。

市 長
2.325

副市長

家賃等を月額 12,000円以上支払っている職員
に対して、家賃等の額に応じて、最高月額
27,000円を加算支給

新築、購入した職員に対し、取得後5年間に限
り、月額 2,500円を加算支給

５００，０００円

４０５，０００円

３８０，０００円

給料・報酬月額

７３０，０００円

３７５，０００円

副議長

議員
(委員長)

議 員

4



３ 職員の勤務時間その他の勤務条件の状況

（１）職員の勤務時間（標準的なもの）

１週間の勤務時間

（２）年次有給休暇の使用状況（平成１９年１月１日～平成１９年１２月３１日）

（３）育児休業及び部分休業の取得状況（平成１９年度）（単位：人）

（４）介護休暇の取得状況（平成１９年度）（単位：人）

４ 職員の分限及び懲戒処分の状況（平成１９年度）

（１）分限処分の状況 （単位：人）

（２）懲戒処分の状況 （単位：人）

0合 計 1 0 0

全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあった場合

職務上の義務に違反し、又は職務を怠った場合

免 職

法令に違反した場合 1

懲 戒 処 分 事 由 戒 告 減 給 停 職

合 計 0 0 9 0

その他

職に必要な適格性を欠く場合

心身の故障の場合 9

降 給

勤務実績が良くない場合

懲 戒 処 分 事 由 降 任 免 職 休 職

1 14 0 11 22 0 1

部分休業
取得者数

男 性 女 性 男 性 女 性 男 性 女 性 男 性 女 性

育児休業
取得者数

28.05%

（注）「対象職員」とは、市長部局の職員で平成１９年１月１日から平成１９年１２
月３１日までの全期間を在職した職員（当該期間の中途に採用された者及び退職し
た者並びに当該期間中に育児休業、休職の事由がある職員並びに派遣職員を除く。)

平成１９年度中の育児休業及び
部分休業の取得状況（全職員）

平成１９年度中に新たに取得可
能となった職員の取得状況

12,837 3,600.7 335 10.7

取 得 率

（ａ） （ｂ） （ｃ）（ｃ） （ｂ）／（ｃ）

平均取得日数

部分休業
取得者数

新規育児休業
取得者数

40時間 8時30分～17時15分

総付与日数 総取得日数 対象職員数

（ｂ）／（ａ）

執務時間

12時～12時15分

17時～17時15分
12時15分～13時

休憩時間 休息時間

女 性

平成１９年度中の介護休暇の
取得状況（全職員）

男 性

0 2
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５ 職員の服務の状況

（１）職務に専念する義務の免除の状況（平成２０年４月１日現在）

（２）営利企業等従事許可（平成１９年度）

６ 職員の研修及び勤務成績の評定の状況

（１）職員研修の実績（平成１９年度）

①集合研修

②外部機関等への派遣、その他の研修

京田辺市の行政の運営上、その地位を兼ねることが特に必要と認められる団体等の地位を
兼ね、その地位に属する事務を行う場合
国又は地方公共団体の機関、学校その他の団体から委嘱を受け講演、講義等を行う場合

１３人

研修を受ける場合

厚生に関する計画の実施に参加する場合

京田辺市の特別職として職を兼ね、その職に属する事務を行う場合
職務に関連のある国家公務員又は他の地方公共団体の公務員としての職を兼ね、その職に
属する事務を行う場合

２３人

１５２人

４８人

２人

４１人

８人

２人

概 要

京都府市町村振興協会

階層別研修

指導者養成研修

能力開発研修

新規採用職員研修（３回）

監督者研修（コンプライアンス）

一般職員研修（接遇・応対マナー）

一般職員研修（窓口サービス）

法制執務研修

セクシュアル･ハラスメント研修

教育公務員特例法第２１条第１項の規定により教育に関する他の事業又は事務を行う場合

その他市長が特に認める場合

職員が職員団体の交渉に当たる職員として勤務時間中に交渉に当たる場合

派遣者数（延べ人数）

３９人

３６人

１９人

健康管理研修 ３９人

名 称

職員の教養を目的とする講習会その他これらに類するものであって京田辺市、国、他の地
方公共団体、学校その他の団体が行うものに参加する場合
国又は地方公共団体の実施する競争試験その他の試験を受ける場合
地方公務員法第４６条又は第４９条の２第１項の規定により措置の要求若しくは審査を請
求する場合
地方公務員法第５５条第１１項の規定により当局に対し、不満を表明し、又は意見を申し
出る場合

名 称 概 要 参加者数（延べ人数）

・報酬を得て、事業又は事務に従事する場合…統計調査員等（３人）

内 容 等

実務研修

特別研修
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③自己啓発

（２）勤務成績の評定の状況

該当無し

７ 職員の福祉及び利益の保護の状況

（１）職員の健康管理に関する主要事業の実施状況（平成１９年度）

（２）職員の福利厚生事業の状況（平成２０年４月１日現在）

①京田辺市職員みどり会

会員の会費月３００円で、会員相互の親睦交流事業や体育行事参加者助成事業を行

っています。

②（財）京都府市町村職員厚生会

７市１０町１村１９一部事務組合５関係団体で構成された財団法人により、地方公

務員法第４２条に基づく福利厚生事業（福祉研修・給付等）が行われ、負担金0.6/100

掛金1.2/100で運営されています。

（３）公務災害及び通勤災害の認定件数 (平成１９年度)

２人

４人

３人

１人

３人

２人

４人

通 勤 災 害 公 務 災 害

0 6

Ｂ型肝炎予防事業 １９９人 １８３人 91.6%

腰痛等健康診断 １８０人 １６６人 92.2%

定期健診 ５６０人 ５４３人 96.9%

健康診断の種類 対象者 受診者数 受診率

日本経営協会 行政管理講座

東京都東大和市、千葉県八千代市、愛媛県
松山市他

重要課題研修（先進自
治体）

京阪奈北近隣都市人事
交流研修（生駒市）

職員研修の取り組み

近畿市長会 専門研修

京都府職員研修・研究
支援センター

地域力再生セミナー

全国市町村国際文化研
修所

京都府下南部６市合同
研修

管理職研修

監督者研修

中堅職員研修 ４人

４人

４人

特別研修

２人

名 称 概 要 受講者数

通信教育 新・地方行政実務コース

政策実務系研修
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８ 公平委員会の業務の状況 (平成１９年度)

不利益処分に関する不服申立ての状況 0 0

業 務 の 種 別 新 規 件 数 係属中の件数

勤務条件に関する措置の要求の状況 0 0
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